
 
さいたま市水道局告示第５１号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項に規定する指定給水装置工事事業者とし

て、次のとおり指定したので、さいたま市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１３年さいたま

市水道部企業管理規程第４０号）第１１条第１号の規定により告示する。 

  令和７年４月９日 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 
１ 指定年月日 
 ・ 令和７年３月３１日 

２ 指定の有効期間 

・ 令和７年３月３１日から令和１２年３月３０日まで 

３ 指定した事業者 
 ・ 次の表のとおり 

指定番号 名称 住所 代表者名 

第 1478 号 株式会社こばやし設備

工業所 
埼玉県上尾市大字中新井４１４番地１０ 小林 秀匡 

第 1479 号 株式会社ＲＥＸＩＡ 東京都足立区佐野１－２９－６－Ｅ 反 謙雄 

第 1480 号 株式会社ＭＩＹＡ・Ｗ

ＯＲＫＳ 
埼玉県さいたま市西区大字島根４１１番地５ 宮﨑 太郎 

第 1481 号 株式会社誠設備 埼玉県川口市安行出羽四丁目４番１７号 杉谷 誠 

 


